
- 1 -

第１部 総 論

第１章 策定の趣旨

第２章 計画の構成と期間

第３章 八街市総合計画2015前期基本計画の成果

第４章 新しいまちづくりへの市民の期待



- 2 -

本市では、2015 年度(平成 27 年度)から 2024 年度(令和 6年度)までを計画期間とする「八街市

総合計画 2015」を策定し、「基本構想」におけるまちづくりの基本理念を「ふるさとを守り育て、

活力や文化の薫りに満ち、心安らぐまちづくりを、市民と行政の協働により進めます。」と掲げると

ともに、将来都市像を「ひと・まち・みどりが輝く ヒューマンフィールドやちまた」と定め、そ

の実現に向けて計画的にまちづくりを進めています。

また、この将来都市像を実現するための具体的な施策を体系的に定めた「前期基本計画」では、

「やちまた『八つの街づくり』宣言」として 8つの政策目標をまちづくりのテーマとして掲げ、そ

の達成に向けて取り組んできましたが、この前期基本計画の計画期間が 2019 年度末(令和元年度

末)をもって終了となりました。

日本の将来人口について、国立社会保障・人口問題研究所による人口推計では、2015 年から 2065

年までの 50 年間で 7 割程度まで減少することが見込まれています。国の人口減少と同様に、本市

においても人口減少、少子高齢化が見込まれており、これらを原因とする生産年齢人口の減少、地

域経済の衰退、地域活力の低下などさまざまな影響が危惧されています。

また、2011 年 3 月の東日本大震災、2019 年の台風 15号(令和元年房総半島台風)、19 号(令和元

年東日本台風)に代表されるさまざまな大規模自然災害の発生に伴う安全・安心に対する不安や地

域、家族とのつながり・絆を求める声など本市を取り巻く社会環境は大きく変化しています。

このような社会環境の変化や新たな行政課題、高度化・多様化する市民ニーズに的確に対応し、

本市が将来に渡って持続的に発展していくため、長期的なまちづくりの視点に立った行財政運営、

市民と行政が力を合わせた協働のまちづくりを推進していく必要があります。

そこで、2020 年度（令和 2年度）以降のまちづくりを総合的・計画的に進めるとともに、前期基

本計画の深化・充実を図りながら、基本構想を実現するための計画として、新たに 2020 年度(令和

2年度)から 5年間を計画期間とする「後期基本計画」を策定しました。

第 1章 策定の趣旨
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総合計画は、本市のめざす将来都市像「ひと・まち・みどりが輝く ヒューマンフィールドやち

また」の実現に向けた政策を展開していくための指針として定めるものであり、本市のまちづくり

の最上位計画に位置づけられます。

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成します。

基本構想

•基本構想は、まちづくりの基本理念と将来都市

像を示すとともに、その実現に向けた施策の基

本的方向などを明らかにするため、１０年後の

本市の姿を現したものです。

基本計画

•基本計画は、将来都市像を実現するため、５年

間で取り組むべき施策の内容を具体的に定める

ものです。

実施計画

•実施計画は、基本計画に示された施策を計画的

に推進するため、５年間に実施すべき事業を定

めるものです。

第２章 計画の構成と期間

計画の期間

基 本 計 画

基 本 構 想

実 施 計 画

計画の構成



- 4 -

第１節 施策の取組状況

「総合計画 2015 前期基本計画」は、主な計画事業が 209 事業(※)に及びます。担当課などにお

いて自己評価したところ、2018 年調査現在で「期待以上の成果」が 4事業(2％)、「期待どおりの成

果」(77％)が 160 事業、「期待未満の成果」(15％)が 32 事業、「成果がなかった」が 13 事業(6％)

となっており、各分野ともおおむね施策の目標を達しています。

八つの街づくり
Ａ：期待以上

の成果

Ｂ：期待どお

りの成果

Ｃ：期待未満

の成果

Ｄ：成果が

なかった
計

一の街

便利で快適な街

(都市基盤整備分野)

0

(0％)

14

(82％)

1

(6％)

2

(12％)

17

(100％)

施策の大綱 具体的な施策 主な計画事業 施策評価

秩序ある土地利用

土地利用計画の充実 都市マスタープランの見直し Ｄ

土地の有効利用 宅地開発指導要綱の推進 Ｂ

中心市街地の整備 公共核施設用地の有効活用 Ｄ

榎戸駅周辺地域の整備 榎戸駅施設整備事業 Ｂ

道路の体系的整備

国・県道の整備促進
八街バイパス整備 Ｂ

高速道路ＩＣへのアクセス道路事業化の要請 Ｂ

市道の整備
交差点改良事業 Ｂ

道路改良事業 Ｂ

道路の適切な管理
道路の排水機能の向上 Ｂ

道路の維持補修 Ｂ

道路ネットワークの確立 道路ネットワークの確立 Ｂ

移動を支える公共交通

の充実

鉄道の利便性向上 ＪＲ総武本線の利便性向上 Ｃ

バス交通の確保
バス路線の維持の要請 Ｂ

ふれあいバス運行事業の充実 Ｂ

新たな交通形態の検討 新たな交通形態の検討 Ｂ

人にやさしいまちづく

りの推進

バリアフリーの推進 公共施設のバリアフリーの推進 Ｂ

ユニバーサルデザインの推進 ユニバーサルデザインの推進 Ｂ

八つの街づくり
Ａ：期待以上

の成果

Ｂ：期待どお

りの成果

Ｃ：期待未満

の成果

Ｄ：成果が

なかった
計

二の街

安全で安心な街

(防災・消防・安全分野)

３

(10％)

24

(77％)

4

(13％)

0

(0％)

31

(100％)

施策の大綱 具体的な施策 主な計画事業 施策評価

交通安全の推進

交通安全環境の充実
交通安全施設の整備 Ｂ

信号機の設置や交通規制の促進 Ｂ

交通取締り強化の要請 違法駐車等の取締り Ｂ

交通安全運動の推進
街頭指導の実施 Ｂ

交通安全教室の開催 Ｂ

交通事故被害者の救済
交通災害共済の加入促進 Ｂ

交通事故相談の充実 Ｂ

第３章 八街市総合計画 2015前期基本計画の成果



- 5 -

消防・救急体制の充実

消防力の強化 消防施設の整備 Ｂ

消防団の充実
消防機庫の整備 Ｂ

消防自動車の更新 Ａ

火災予防の充実 防火意識の高揚 Ｂ

消防水利の整備 耐震性貯水槽、消火栓の整備 Ｂ

救急・救命体制の充実 救命処置の普及 Ａ

防災体制の充実

防災体制の充実
「地域防災計画」の確立 Ｂ

自主防災組織の設立支援 Ｂ

防災施設･設備の充実

情報連絡体制の充実 Ｂ

防災備蓄品等の整備 Ｂ

応急物資等の確保 Ｂ

防災意識の高揚
防災訓練の実施 Ｂ

防災情報の提供 Ｂ

災害に強いまちづくり 建物の耐震化の促進 Ｃ

防犯施策の充実

防犯体制の強化 警察署設置の促進 Ｂ

地域防犯活動の推進

防犯活動団体の支援 Ｂ

こども 110 番事業の支援 Ｃ

青少年犯罪の防止 Ｃ

防犯灯・防犯カメラの設置と適正な維持管理 Ａ

防犯意識の高揚
防犯運動の推進 Ｂ

防犯情報の提供 Ｂ

消費者行政の充実

消費者相談の充実 消費生活センターの充実 Ｂ

消費者意識の向上
啓発活動の推進 Ｃ

消費者教育の推進 Ｂ

八つの街づくり
Ａ：期待以上

の成果

Ｂ：期待どお

りの成果

Ｃ：期待未満

の成果

Ｄ：成果が

なかった
計

三の街

健康と思いやりにあふれる街

(保健・医療・福祉分野)

0

(0％)

37

(79％)

8

(17％)

2

(4％)

47

(100％)

施策の大綱 具体的な施策 主な計画事業 施策評価

生涯にわたる健康づく

り

一人ひとりの健康づくりの支援

健康づくりの推進 Ｂ

食育の推進 Ｄ

不妊治療対策事業 Ｄ

保健予防の充実

健康増進事業 Ｃ

母子保健事業 Ｂ

予防接種の実施 Ｃ

後期高齢者健康診査 Ｂ

地域医療体制の整備

医療機関の連携 Ｂ

救急医療体制の充実 Ｂ

子ども医療対策事業 Ｂ

国民健康保険制度の健全運営
特定健康診査等の推進 Ｃ

医療費の適性化 Ｂ

地域で支えあう福祉の

推進

地域で支えあう福祉活動の充実

地域福祉活動の育成、支援 Ｂ

社会福祉協議会の活動支援 Ｂ

福祉ボランティアの育成 Ｂ

心配ごと相談の実施 Ｂ

ノーマライゼーション理念の普及 Ｂ

生活支援の充実
自立のための就労促進 Ｂ

相談・指導の充実 Ｂ

国民年金制度の周知 未加入の防止 Ｂ
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笑顔あふれる子育てへ

の支援

保育サービスの充実
保育園施設の整備 Ｃ

多様な保育サービスへの対応 Ｂ

子育て支援体制の充実

子育て支援センターの充実 Ｂ

ファミリーサポートセンターの充実 Ｂ

おやこサロンの充実 Ｂ

病後児保育事業 Ｃ

子育て短期支援事業 Ｃ

経済的支援の周知 Ｂ

児童健全育成環境の充実
児童クラブの充実 Ｂ

子どもの活動拠点の確保 Ｃ

ひとり親家庭等への福祉の充実
自立への支援 Ｂ

経済的安定への支援 Ｂ

虐待相談･支援体制の充実 相談･支援体制の充実 Ｂ

生きがいに満ちた

高齢者福祉の充実

社会参加と生きがいづくり支援
高齢者の社会参加活動・生きがいづくりへの支援 Ｂ

高齢者の就労支援 Ｂ

高齢者福祉･介護保険事業の推進

高齢者福祉サービス Ｂ

介護予防事業 Ｂ

介護保険事業 Ｂ

介護予防・日常生活支援総合事業 Ｂ

地域包括ケアシステムの構築 Ｂ

ぬくもりのある

障がい者福祉の充実

自立と社会参加の促進

相談活動の充実 Ｂ

就労の支援 Ｂ

多様な活動への参加 Ｂ

保育・教育・学習の充実 Ｂ

障がい者福祉サービスの充実

福祉サービスの充実 Ｂ

相談体制の充実 Ｃ

経済的支援の充実 Ｂ

八つの街づくり
Ａ：期待以上

の成果

Ｂ：期待どお

りの成果

Ｃ：期待未満

の成果

Ｄ：成果が

なかった
計

四の街

豊かな自然と共生する街

(生活環境分野)

0

(0％)

15

(71％)

4

(19％)

2

(10％)

21

(100％)

施策の大綱 具体的な施策 主な計画事業 施策評価

緑の保全と創出

自然環境の保全と再生
森林の再生 Ｄ

里山の保全・再生活動の支援 Ｄ

公園緑地の整備
公園整備・管理の充実 Ｂ

緑化の推進 Ｂ

生活環境の整備

住環境の整備

良質な民間住宅供給の誘導 Ｂ

住宅施策の促進 Ｃ

空き家対策の推進 Ｃ

空き家バンク制度の活用 Ｃ

上水道の整備
配水管の更新 Ｂ

配水場の更新 Ｂ

下水道の整備
公共下水道(汚水)の整備 Ｂ

合併処理浄化槽設置の促進 Ｃ

河川・水路の整備 排水対策事業 Ｂ

公害防止対策の推進 河川水質調査等の実施 Ｂ

循環型社会の推進

環境の保全

環境保全活動の推進 Ｂ

環境保全意識の向上 Ｂ

不法投棄の防止 Ｂ

資源循環型社会の構築

分別収集の徹底 Ｂ

資源回収の推進 Ｂ

資源化の推進 Ｂ

クリーンセンターの維持管理 Ｂ
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八つの街づくり
Ａ：期待以上

の成果

Ｂ：期待どお

りの成果

Ｃ：期待未満

の成果

Ｄ：成果が

なかった
計

五の街

心の豊かさを感じる街

(文化・教育・学習分野)

1

(2％)

32

(78％)

8

(20％)

0

(0％)

41

(100％)

施策の大綱 具体的な施策 主な計画事業 施策評価

子どもの教育・

健全育成の充実

幼児教育の充実
幼稚園教育の充実 Ｂ

教育環境の充実 Ｂ

学校教育の充実

連携教育の推進 Ｂ

基礎的・基本的な学力の定着 Ｂ

時代に即した教育内容の充実 Ｃ

英語教育の充実 Ｂ

学校施設の整備 Ｂ

学校設備・備品の充実 Ｂ

学校給食センターの整備 Ｂ

健康づくりの推進 Ｂ

地域に開かれた学校づくりの推進 Ｂ

教育支援センターの充実 Ｂ

特別支援教育の充実 Ｂ

教育センター運営の充実 Ｂ

青少年の健全育成

家庭教育の支援 Ｃ

地域ぐるみの育成活動 Ｂ

青少年健全育成事業の推進 Ｂ

自ら学ぶ生涯学習・

スポーツの推進

生涯学習環境の整備

生涯学習推進体制の確立 Ｃ

学習情報の収集と提供 Ｃ

人材バンクの登録と提供 Ｃ

社会教育活動の推進

学習機会の充実 Ｃ

家庭教育の支援 Ｃ

中央公民館の学習環境整備 Ｂ

図書館機能の充実 Ｂ

生涯スポーツの推進

スポーツイベントの開催 Ｂ

スポーツ施設の充実 Ｂ

運動を通した健康づくりの支援 Ｂ

市民文化の創造と

継承

芸術文化の振興
芸術文化事業の充実 Ｂ

芸術文化活動団体への支援 Ｂ

文化財の保護・継承

文化財保護意識啓発活動 Ｂ

指定文化財の拡充 Ｂ

郷土資料館の充実 Ａ

市史編さん事業 Ｂ

豊かな心を

育む交流の推進

国際交流の推進

外国人も暮らしやすいまちづくり Ｂ

国際理解の促進 Ｂ

文化交流の推進 Ｃ

地域間交流の推進 各種イベントを通じた交流の推進 Ｂ

男女共同参画の推進

男女共同参画計画の策定 八街市男女共同参画計画の策定 Ｂ

男女共同参画の推進 男女共同参画の実践的な実施 Ｂ

ＤＶ対策の推進

ＤＶの防止及び被害者の保護に係る基本計画の

策定
Ｂ

ＤＶの防止及び被害者の保護に係る基本計画の

実践的な推進
Ｂ
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八つの街づくり
Ａ：期待以上

の成果

Ｂ：期待どお

りの成果

Ｃ：期待未満

の成果

Ｄ：成果が

なかった
計

六の街

活気に満ちあふれる街

(産業・経済分野)

0

(0％)

23

(85％)

2

(7％)

2

(7％)

27

(100％)

施策の大綱 具体的な施策 主な計画事業 施策評価

時代の変化に対応

した農業の振興

農地の保全と生産基盤の整備

北総中央用水土地改良事業 Ｂ

農地利用集積事業 Ｂ

耕作放棄地対策事業 Ｂ

多面的機能支払交付金事業 Ｂ

担い手の育成

経営改善支援活動事業 Ｂ

新規就農者の育成 Ｂ

農業体験インターンシップ事業 Ｂ

循環型農業の推進

環境にやさしい農業推進対策事業 Ｂ

環境保全型土づくり対策事業 Ｂ

畜産業の振興支援 Ｂ

地産地消の促進

産業まつりの支援 Ｂ

販路の拡大 Ｂ

食育の推進(再掲)

輸出の促進 輸出の促進 Ｃ

まちの活力を生む

商工業の推進

中心商店街の振興
八街ＴＭＯ運営支援 Ｃ

商店街等街路灯電灯料補助事業 Ｂ

商工業の振興 中小企業資金融資及び利子補給事業 Ｂ

就労雇用情報の提供
就労支援事業 Ｂ

シルバー人材センター運営支援 Ｂ

企業誘致の推進 企業立地支援制度の創設 Ｂ

まちに賑わいを

もたらす産業の振興

地域資源を活かした産業振興

農業体験ツアー事業の推進 Ｂ

グリーンツーリズムの普及啓発 Ｂ

地域ブランドの普及 Ｂ

起業支援 コミュニティビジネスの普及促進
Ｂ

Ｄ

観光振興
観光基盤の整備 Ｄ

観光受け入れ体制の整備 Ｂ

地域情報化の推進 学習機会の充実(再掲) Ｂ

八つの街づくり
Ａ：期待以上

の成果

Ｂ：期待どお

りの成果

Ｃ：期待未満

の成果

Ｄ：成果が

なかった
計

七の街

市民とともにつくる街

(協働・自治分野)

0

(0％)

4

(40％)

3

(30％)

3

(30％)

10

(100％)

施策の大綱 具体的な施策 主な計画事業 施策評価

市民と行政の協働の

推進

協働の実践に向けた啓発の推進
市民との協働 Ｂ

委員の公募 Ｃ

協働の仕組みづくりと協働事業
協働の仕組みづくり Ｂ

協働事業の実践と支援 Ｃ

コミュニティの育成

コミュニティ活動の支援
コミュニティ活動の支援 Ｃ

活動拠点の支援 Ｂ

コミュニティ運営体制の強化
自治組織の見直しと地域自治制度の強化 Ｄ

自治意識の醸成 Ｄ

市民によるまち

づくり活動の推進

市民活動の育成･支援 研修会の実施 Ｄ

多様な活動拠点の確保 まちづくり活動拠点の確保 Ｂ
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※事業の重複や担当課ごとの評価により 209 事業で評価

第 2節 前期基本計画期間(2015 年度～2019 年度)の主な取組

八つの街づくり
Ａ：期待以上

の成果

Ｂ：期待どお

りの成果

Ｃ：期待未満

の成果

Ｄ：成果が

なかった
計

八の街

市民サービスの充実した街

(行財政分野)

0

(0％)

11

(73％)

2

(13％)

2

(13％)

15

(100％)

施策の大綱 具体的な施策 主な計画事業 施策評価

効率的な行財政運営

効率的な行財政運営の推進

職員の定員適正化 Ｂ

徴収体制の強化 Ｂ

事務事業の見直し・効率化 Ｃ

職員の意識改革 職員研修の実施 Ｂ

広域行政の推進 広域行政の推進 Ｂ

市民と行政の情報の

共有

情報公開の推進 施策・主要事業の公表 Ｂ

広報広聴の充実

刊行物の充実 Ｂ

広報媒体の充実 Ｂ

「市長への提言」制度の充実 Ｂ

窓口サービスの充実
電子自治体の構築

電算システムの更新、再編 Ｂ

個人情報保護の徹底 Ｂ

総合窓口の研究 総合窓口の研究 Ｄ

市の魅力発信
シティセールスの推進 セールスプロモーションの推進

Ｃ

Ｂ

情報ツールの強化 新たな情報発信ツールの研究・検討 Ｄ

合 計

Ａ：期待以上

の成果

Ｂ：期待どお

りの成果

Ｃ：期待未満

の成果

Ｄ：成果が

なかった
計

4

(2％)

160

(77％)

32

(15％)

13

(6％)

209

(100％)

八つの街づくり 施策の大綱 主な取組

一の街

便利で快適な街

(都市基盤整備分野)

道路の体系的整備 l 2 市 1 町酒々井インター周辺活性化協議会設立

道路の体系的整備 l 県道成東酒々井線、八街バイパスの一部開通

移動を支える公共交通の充実 l ふれあいバス運行コース・運行時刻再編

道路の体系的整備 l 国道 409 号朝陽小学校脇の交差点改良実施

秩序ある土地利用の推進 l ＪＲ榎戸駅橋上駅舎・自由通路供用開始

道路の体系的整備 l 国道 126 号沖入口交差点改良実施

二の街

安全で安心な街

(防災・消防・

安全分野)

防犯施策の充実 l 八街駅南口に防犯ボックス設置

交通安全の推進 l 高齢者運転免許証自主返納支援事業実施

防災体制の充実
l 災害時における福祉避難所の設置及び管理運営に関

する協定締結

防災体制の充実 l 災害時における物資供給に関する協定締結

防災体制の充実
l 市役所第 1庁舎耐震補強・防水改修・外壁改修など

の耐震化工事実施

防災体制の充実
l ｢原子力災害におけるひたちなか市民の県外広域避

難に関する協定｣締結

防災体制の充実
l 千葉県石油商業組合八街支部と「災害時における石

油類燃料の供給に関する協定」締結

防犯体制の充実 l 市内防犯灯のＬＥＤ化の実施
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八つの街づくり 施策の大綱 主な取組

三の街

健康と思いやりに

あふれる街

(保健・医療・

福祉分野)

笑顔あふれる子育てへの支援

l 子育て中の労働者や主婦などを会員として、会員相

互の援助活動を推進するためのファミリーサポート

センター開設

笑顔あふれる子育てへの支援
l 子育て親子の交流の場として親子サロン「ひまわ

り」開設

笑顔あふれる子育てへの支援 l 川上小学校内に第二川上児童クラブ新設

笑顔あふれる子育てへの支援 l ｢明徳やちまたこども園｣開設に伴う支援実施

生きがいに満ちた高齢者福祉の

充実

l セブンイレブンと高齢者見守りネットワーク事業の

協定締結

笑顔あふれる子育てへの支援 l 八街市子育てガイドブック発行

生涯にわたる健康づくり l 脳ドック受診時における費用の一部助成実施

笑顔あふれる子育てへの支援 l 病後児保育事業実施

笑顔あふれる子育てへの支援 l 子育て短期支援事業実施

笑顔あふれる子育てへの支援 l 小規模保育所開設支援

生きがいに満ちた高齢者福祉の

充実
l 高齢者外出支援タクシー利用助成事業実施

生涯にわたる健康づくり l 肝炎ウイルスの検診対象拡大

笑顔あふれる子育てへの支援 l 実住小学校の余裕教室を活用した児童クラブの開設

笑顔あふれる子育てへの支援 l 幼児教育・保育の無償化実施

四の街

豊かな自然と共生

する街

(生活環境分野)

生活環境の整備 l 大池第三雨水幹線整備業務実施

生活環境の整備 l 空き家バンク制度創設

生活環境の整備 l 空き家リフォーム工事補助事業実施

生活環境の整備 l 住宅リフォーム補助事業実施

五の街

心の豊かさを

感じる街

(文化・教育・学習分

野)

子どもの教育・健全育成の充実 l 小学校空調設備整備実施

豊かな心を育む交流の推進 l 千葉黎明高等学校と教員人事交流

子どもの教育・健全育成の充実

豊かな心を育む交流の推進

l 千葉大学大学院園芸学研究科・千葉大学環境健康フィ

ールド科学センターとの相互協力に関する協定締結

子どもの教育・健全育成の充実

豊かな心を育む交流の推進

l 千葉工業大学との教育や文化振興などの包括的な連

携に関する協定締結

子どもの教育・健全育成の充実 l 就学指定校制度変更

子どもの教育・健全育成の充実

豊かな心を育む交流の推進

l やちまたイングリッシュ・キャンプ 「一日国内留学

体験」実施

六の街

活気に満ちあふれる

街

(産業・経済分野)

時代の変化に対応した農業の振興 l 八街市農業体験インターンシップ事業

まちに賑わいをもたらす産業の

振興
l 八街市農業体験ツアー事業実施

時代の変化に対応した農業の振興
l やちまた落花生まつり開催・落花生新品種「Ｑなっ

つ」デビュー

時代の変化に対応した農業の振興 l トップセールスによる地元産品の PR

まちの活力を生む商工業の推進 l 企業立地助成金制度創設

七の街

市民とともに

つくる街

(協働・自治分野)

市民と行政の協働の推進 l 市民協働推進課設置

市民と行政の協働の推進 l 八街市協働のまちづくり指針策定

市民と行政の協働の推進 l 八街市協働のまちづくり推進計画策定

市民と行政の協働の推進 l 八街市協働のまちづくり条例制定

市民と行政の協働の推進 l 市民政策提案制度創設

市民と行政の協働の推進 l 知っ得・納得やちまた出前講座の実施

八の街

市民サービスの充実

した街

(行財政分野)

市民と行政の情報の共有 l 市議会インターネット中継の開始

窓口サービスの充実 l 市民課窓口でパスポート申請・受取開始

窓口サービスの充実 l 自動交付機祝日稼働開始

窓口サービスの充実 l 業務時間外の戸籍届出書受付所の設置

市民と行政の情報の共有 l 市公式ホームページリニューアル

市の魅力発信 l ｢るるぶ特別編集 八街｣作成

市の魅力発信 l 八街市婚活パーティー開催

市の魅力発信 l 八街市プロモーションビデオ作成

市の魅力発信 l 八街マップ（八街市ふるさとガイド）発行
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第１節 調査の概要

市民の市政に対する評価やまちづくりに対するニーズ、2014 年実施調査との比較による経年変

化を把握することにより、計画策定の基礎資料とすることを目的に市民意向調査を実施しました。

第２節 調査の結果

1. 八街市のイメージ

多くの市民は、本市を「自然の豊かなまち」(431 人、71％)、「公害が少ないまち」(363 人、60％)、

「安全なまち」(245 人、40％)というイメージを持っており、特に「安全なまち」というイメージ

(40％)は前回調査(26％)と比べ、大きく向上しています。「遊ぶところの多いまち」、「発展を続け

る現代的なまち」をイメージする人は少ないという結果でした。

第４章 新しいまちづくりへの市民の期待

【調査概要】

■調査対象 ：市内在住 18 歳以上の男女

■調査方法 ：郵送による配布・回収

■配布数 ：2,000 人

■有効回答数：608 人（回収率 30.4％）

■調査時期 ：2018 年(平成 30 年)7 月～8月
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2. 八街市への愛着

八街市に「愛着を感じている」、「やや感じている」と回答した人が合計 304 人、50％という結果

であり、前回調査(47％)と比べ、愛着度を感じている人の割合は高まっています。

3. 暮らしの満足度

現在の暮らしに「満足している」、「どちらかといえば満足している」と回答した人が合計 312 人、

52％という結果であり、前回調査(41％)と比べ、満足度を感じている人の割合は高まっています。
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4. 本市への定住意向

今後も本市に「ずっと住み続けたい」、「しばらく住み続けたい」と回答した人が合計 379 人、62％

という結果であり、前回調査(57％)と比べ、本市への定住意向は高まっています。

5. これからのまちづくりの視点

これからのまちづくりに必要な視点として「安心して暮らせること」が 356 名と最も高く、次い

で「交通の便利なこと」275 名、「経済発展などによる活力があること」211 名と続いています。
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6. 八街市のまちづくり施策に関する満足度と重要度

満足度が上位の施策 重要度が上位の施策

1 消防・救急体制の整備 1 道路の体系的整備

2 生涯にわたる健康づくり 2 移動を支える公共交通の充実

3 窓口サービスの充実 3 消防・救急体制の整備

4 子どもの教育・健全育成の充実 4 子どもの教育・健全育成の充実

5 笑顔あふれる子育てへの支援 5 生活環境の整備


